
特 定 医 療 療 養 費 請 求 書 に つ い て 

 この「特定医療療養費請求書」は、『指定難病医療費受給者証』が届くまでの間、指定難病に

よる医療費の支払いがあった場合等に、余分に支払った医療費の払い戻しを請求するための申請

書です。（自己負担上限額分を除く）申請に必要な書類は次のとおりです。 
 

１ 申請書類等について 

① 特定医療療養費請求書（裏面「請求書記入例」を確認） 

② 特定医療費療養証明書（医療機関、薬局等へ記入を依頼してください） 

③ 医療機関・薬局発行の領収書の写し 

④ 指定難病医療費受給者証、自己負担限度額管理票（医療費等の記載欄）の写し  

⑤ 医療保険証の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し 

  マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し 

⑥ 振込先の預金通帳（氏名・ふりがな・銀行名・支店名が分かるページ）の写し 

⑦ 印鑑（必要な場合のみ・裏面「請求書記入例」を確認してください） 

※ ③～⑥までは、写し（コピー）をご提出ください。 

※ ①～⑦以外で該当者のみ必要な書類があります。詳しくは「①請求書（裏面）」をご覧ください。 

 

〈②・③ 療養証明書、領収書の写しについて〉 

例：〇月〇日の A 病院の処方箋で、B 薬局で薬を処方してもらった場合 
ア） 〇月〇日の A 病院の療養証明書、領収書 ＋ 〇月〇日の B 薬局の療養証明書、領収書 
イ） 〇月〇日の A 病院の療養証明書、領収書 ＋ 〇月〇日の B 薬局の記入部分がある受給者  

                   証の自己負担上限額管理票の写し  
ウ） 〇月〇日の A 病院及び B 薬局の記入部分がある受給者証の自己負担上限額管理表の写し  

 

〈④ 指定難病医療費受給者証・自己負担限度額管理票のコピー例〉 

  

※継続でお使いの受給者証が書き換えとなった（上限額変更等）場合で、④によって差額が確認できる

場合は、②・③は省略できます。 

 

２ 申請書類の提出について 
上記①～⑦の申請書類を、保健所地域保健課へ直接ご提出ください。 
※申請書類に不備・不足等がある場合、受理できません。提出にあたっては、予め不足書類等がないか 

ご確認ください。 

みほん 

医療機関等によっては 
手数料等がかかる場合が 
あります。 

請求期間の自己負担限度額管理票の写し

が必要です。分からない場合は全てのペー

ジの写しをお取りください。 

※足りない部分がある場合は再度提出い

ただく場合があります。 

もしくは 

もしくは 



３ 保健所への書類提出後から口座振込までの流れ 
・保健所地域保健課で申請書類を受理後、医療費の請求先である福島県へ申請書類を提出します。 

・福島県において書類受理後、不明点などがある場合、県や保健所等から医療機関等への内容確認のための

照会などを行うため、振込までの期間を要しております。 

・振込通知等はありません。口座への振込名は『フクシマケンリョウヨウヒ』となりますので、通帳を 

ご確認ください。 
 

４ その他 

「① 特定医療療養費請求書」記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者証と照らし合わせながら、色が染まっている欄の記入をお願いします。 

一部、必要時記入・押印いただく欄がありますので、ご確認をお願いします。 



５ その他の制度（高額療養費） 

 医療保険の加入者の負担が重くならないよう、医療機関で支払う負担額には限度額が設けられておりま

す。高額療養費制度とは１ヶ月に支払った医療費が限度額を超えた場合、その超えた分が加入している医療

保険から、高額療養費として、申請等により払い戻される制度です。 
 「特定医療療養費」は高額療養費支給後の負担額についてのみ支給を行います。高額療養費の対象になっ

ているかについては、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。保険証をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 【指定難病医療費助成制度に関するお問い合わせ】 

                          いわき市保健所 地域保健課 保健指導係 

                          住所 〒９７３－８４０８ いわき市内郷高坂町四方木田１９１番地  

                          電話 ０２４６－２７－８５９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「〇〇健康保険組合」「全国健康保険協会」「〇〇共済組合」「〇〇国民健康保険組合」と書かれている方 
➡記載されている保険者にお問い合わせください。 

●「市区町村名」が書かれている方 
➡記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせください。 
「いわき市」の方は、国保年金課(0246-22-7456)、各支所、市民サービスセンター 
「福島県後期高齢者医療広域連合」でいわき市に住民票がある方は、 

国保年金課高齢者医療係（0246-22-7466）、各支所、市民サービスセンター 


